
            平成２６年９月１７日 

 

 

那須烏山市議会議長 佐 藤 昇 市 様  

 

 

              総務企画常任委員会委員長 久保居 光一郎 

 

 

決算審査結果報告書 

 

 本委員会に平成２６年９月９日に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定 

したので、那須烏山市議会会議規則（平成１７年那須烏山市議会規則第１号）  

第１０９条の規定により報告します。  

 

 

１ 審査期日  平成２６年９月１１日（木） 

 

２ 審査場所  那須烏山市役所 南那須庁舎 第１委員会室 

 

３ 出席委員  久保居光一郎、田島信二、望月千登勢、渋井由放、渡辺健寿、 

髙徳正治 

 

４ 説明のための出席者 

        会計管理者兼会計課長 羽石徳雄、総合政策課長 坂本正一、秘書 

政策室長 福田光宏、総務課長 清水敏夫、税務課長 小口久男、 

議会事務局長 平山 隆他関係職員 

 

５ 審査事項  本委員会の所管する総合政策課、総務課、税務課、会計課、議会 

事務局、監査委員、選挙管理委員会及び固定資産評価審査委員会の 

平成２５年度那須烏山市の一般会計及び特別会計歳入歳出決算 

 

６ 審査結果  本委員会が付託を受けた一般会計及び特別会計の決算については、 

全会一致で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

ただし、次のことについて要望し、意見を付することとします。 

 

総務課  

 ・効率的かつ効果的な組織の構築に努めたということだが、その 

成果がみられない。その一因として職員の削減による職務の負 

担増とそれによる疲弊感があげられる。職員のモチベーション 

が高まるような職場環境の整備に努められたい。 

 ・公有財産は、昨年度の公募により遊休普通財産の一部を売却し 

ていることは評価できる。今後も有効利用と適切な処分に努め 

られたい 

 ・職員の資質向上を図るために、職員研修は計画的かつ継続的に 

実施されているが、その研修の内容によっては全職員で情報を 

共有することも含めて、更なる有効活用を図られたい。 



 

会計課  

 ・歳計現金の管理運用については、金融情報等の調査研究を図る 

とともに、地方自治法等で認められている範囲内でその運用も 

視野に入れ、安全かつ有利な運用に努められたい。 

議会事務局  

 ・地方自治法において、議会の図書館は必ず設置し議員の調査研 

究に資するようにしなければならないとされている。本市の各 

種計画書等を含め、議員の調査研究に必要な書類等を配備する 

よう図られたい。併せて事務局側からも議会及び議員に対して 

必要な情報等が更に提供できるよう努められたい。 

税務課  

・税の徴収にあっては成果がみられ評価できる。しかし現状に満 

足せず、市民の信頼を得るため尚一層の努力をされたい。 

総合政策課  

 ・各種事業の早期実現とその成果を高めるためには、選択と集中 

が必要である。新設された秘書政策室を中心に事業の優先順位 

を見極め、効率的かつ効果的な政策及び事業が速やかに実行さ 

れるよう努められたい。 

 ・まちづくり団体支援事業は、その実績と成果を具体的に検証し、 

更なる発展に繋げられるよう努められたい。 

  

 


